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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　洗浄機による洗浄用の円盤型洗浄部材であって、前記洗浄部材は、使用中に圧縮され、
底円盤（１）と前記底円盤（１）に固定された円盤（２）を備え、さらに前記円盤（２）
は、洗浄効果のある材料を備えた研磨円盤と、該円盤（２）の動作洗浄面（２ａ）に分散
配置された複数の凹部（３）を備え、工業用ダイヤモンドを含むと共に石及びコンクリー
トの床の研磨に使用される研磨部材（４）が、洗浄操作の際に円盤（２）が押し付けられ
たときに洗浄される面と接触するのみとなるように、前記凹部（３）内に配置された円盤
型洗浄部材において、
　前記研磨部材（４）の各々が熱可塑性プラスチックホルダ（４ｂ）に封入され、該熱可
塑性プラスチックホルダ（４ｂ）が前記底円盤（１）とバネ式に取り付けられ、
　前記円盤（２）が洗浄操作の際に前記動作洗浄面（２ａ）を洗浄される面に押し付ける
ことによって圧縮される時、前記研磨部材（４）の動作面（４ａ）は、洗浄される面と接
触され、前記動作洗浄面（２ａ）の直ぐ下になる、
　ことを特徴とする円盤型洗浄部材。
【請求項２】
　前記研磨円盤がいわゆるナイロン研磨円盤（２）を備えることを特徴とする請求項１に
記載の円盤型洗浄部材。
【請求項３】
　前記研磨円盤がブラシ面を備えることを特徴とする請求項１に記載の円盤型洗浄部材。
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【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載の前記洗浄部材を使用して乾式研磨が行われ、次に
ナイロン洗浄部材を使用して湿式洗浄が実行されることを特徴とする洗浄部材の使用方法
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、洗浄機による洗浄用の円盤型洗浄部材内の装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば百貨店における業者による専門的な床の洗浄の際に、汚れを機械的に、あるいは
多くの場合化学薬品を添加して除去するために洗浄機が使用される。床が摩耗されるにつ
れ、即ち、引っかき傷やひびが入り、特に牛乳や肉のカウンター近傍において化学的摩耗
にさらされると洗浄効果はますます低下する。そうすると、これをより多くのより強力に
作用する化学薬品で是正しようとする試みがなされ、このように洗浄は結局悪循環となる
だろう。
【０００３】
　汚れが集まる引っかき傷又はひびを、床を研磨して除去することにより、この悪循環が
断ち切られるのは真実であるが、このような研磨は特別の機械が必要で、実行するために
比較的長い時間がかかり、更に比較的コストもかかる。
【０００４】
　米国出願公開５０５４２４５号公報、米国出願公開５６０５４９３号公報及び米国特許
６２３４８８６号公報が従来技術の例として挙げられる。これらの公開特許は、請求項１
の前段部（洗浄機による洗浄用の円盤型洗浄部材内の装置）に特定される型の装置に関す
るもので、より詳細には、より良好な洗浄効果を達成するための洗浄機であって、通常の
機械の洗浄部材が、例えば石の床を研磨するためのダイヤモンド等の研磨材料を含む研磨
部材と組み合わされたものである。
【特許文献１】米国出願公開５０５４２４５号公報
【特許文献２】米国出願公開５６０５４９３号公報
【特許文献３】米国特許６２３４８８６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の目的は、上述の型の装置を提供することにあり、それに洗浄をより効果的に提
供することができ、次回研磨までの時間的間隔をかなり延長することができる。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　これは、発明の請求項１の特徴部分で特定される特徴を有する発明において達成される
。
【０００７】
　従属項２～３は本発明の有利な実施形態である。
【０００８】
　また、本発明は請求項４に記載された発明に従った洗浄部材の使用方法に関する。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　本発明を添付図面を参照して以下により詳細に説明する。図１ａは、一例としてナイロ
ン研磨面を備えた、本発明に従う洗浄部材を示す斜視図である。図１ｂは、図１ａの洗浄
部材の断面図を示す。図２はブラシ面を備えた他の実施形態を示す斜視図であり、研磨部
材が、図１ａと異なるパターンで配置されている。図３は、バネ式で取り付けられた熱可
塑性プラスチックホルダ内の研磨部材の断面図を示す。
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【００１０】
　本発明に従う円盤型洗浄部材は、従来型の洗浄機に適合すると共に洗浄効果を向上する
ためのもので、このために硬い底円盤１を備え、該底円盤１は僅かに凸状になっている。
底円盤１には円盤２が固定されており、当該円盤２は、経験的に良好な洗浄効果をもたら
す材料からできている。このような材料は、例えばいわゆるナイロン研磨材料である。円
盤２には、複数の凹部３がその動作洗浄面２ａに分散配置されている。研磨部材４は、洗
浄操作の際に、これらが洗浄される面と軽く接触するのみとなるように前記凹部内に配置
されている。研磨部材４は、種々のパターン、図１ａに示す実施形態では三角形の角に配
置されており、石又はコンクリートフロアを研磨する際に使用される一般的なタイプのも
のであって、工業用ダイヤモンドを含んでいる。研磨部材を洗浄される面と軽く接触させ
るという要件は、円盤２が使用中に圧縮され、研磨部材４の動作面４ａが円盤２の動作面
２ａの直ぐ下になるときに満たされる。
【００１１】
　図３に示すように、各研磨部材４は、熱可塑性プラスチックホルダ４ｂに封入され、ホ
ルダは洗浄部材の底円盤１にバネ式によって取り付けられている。バネは、好ましくはシ
リコンバネ式円盤５からなり、ヴェルクロ部材６によって底円盤１に固定されている。
【００１２】
　本発明の他の特に特徴的な点から明らかであり且つ図２に示すように、洗浄部材はブラ
シ面を備え、即ち円盤２はブラシ状部材である。円盤２は、当然、ナイロン研磨材料及び
ブラシ状材料と共に設計されることができることが理解される。図２に示す実施形態で、
研磨部材は放射状の列に位置し、凹部は各研磨部材に対して設けられている。
【００１３】
　変形例として、本発明に従う洗浄部材を使用して乾式研磨が第１に実施され、それに続
いて湿式洗浄がナイロン研磨材料などの従来の洗浄部材を使用して実行されるように、本
装置を使用してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１ａ】図１ａは、本発明に従う洗浄部材を示した斜視図である。
【図１ｂ】図１ｂは、図１ａの洗浄部材の断面図である。
【図２】図２はブラシ面を備えた他の実施形態を示す斜視図である。
【図３】図３は、バネ式で取り付けられた熱可塑性プラスチックホルダ内の研磨部材の断
面図である。
【符号の説明】
【００１５】
　１　底円盤
　２　円盤
　２ａ　動作洗浄面
　３　凹部
　４　研磨部材
　４ｂ　熱可塑性プラスチックホルダ
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【図２】 【図３】
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